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『江南市路上喫煙に関する条例（案）』に関する 

パブリックコメントの結果について 

 

◆意見の募集期間    令和３年１２月２０日（月）から 

令和４年１月３１日（月）まで 

◆意見を提出された方  １０名 

◆意見の件数      ２０件 

 

◆意見の概要、市の考え方をまとめたもの 

（※意見の概要につきましては、取りまとめ及び要約をしています。） 

 

 

 

【目的について】 

意見の概要 「喫煙者と非喫煙者にとって、快適な環境を創造する」と

いう、条例の目的に沿った規制及び措置であることを望み

ます。 

市の考え方 多くの喫煙者は、他人に迷惑がかからないよう配慮しな

がら、しっかりマナーを守り喫煙していますが、一部のマ

ナーを守らない喫煙者によって、周辺環境が悪化すること

で、「路上喫煙禁止」の声が高まり、喫煙者を排除しがちに

なります。 

このことから、今回の条例は、マナーを守って喫煙して

いる方の権利も考慮しながら、喫煙者と非喫煙者お互いに

とって、快適な環境を創造することを基本的な考え方とし

ています。 

市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙に関す

る必要な施策を実施してまいりますので、喫煙者の方々に

は、非喫煙者の方々に望まない受動喫煙をさせないよう、

ご配慮いただくとともに、携帯灰皿を持ち歩き、吸い殻を

適切に処分していただくなど、喫煙ルールの徹底にご協力

いただくよう、お願いしてまいります。 
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意見の概要 「喫煙者と非喫煙者にとって、快適な環境を創造する」は、

喫煙者を悪と捉えず、非喫煙者と共存する調和のある生活

環境を実現しようとするものであり、条例（案）の目的に賛

成します。 

市の考え方 賛成のご意見ありがとうございます。この目的に沿って、

路上喫煙に関する必要な施策を実施してまいります。 

 

 

 

【たばこの定義について】 

意見の概要 「たばこ」の定義は必要ないのでしょうか。現在、「紙巻た

ばこ」「加熱式たばこ」「電子たばこ」があると思いますが、

「紙巻たばこ」のみを想定しているように思います。 

市の考え方 「たばこ」は、たばこ事業法第２条で定義されており、

「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用してい

るため、条例（案）に規定する「たばこ」に該当します。 

一方、「電子たばこ」は、たばこ葉を使用していないため、

条例（案）に規定する「たばこ」には該当せず、健康増進法

上でも、規制の対象外とされています。しかしながら、加熱

式たばことの区別もつけにくいことから、社会のルールや

喫煙マナーを考え、喫煙禁止区域での喫煙をご遠慮いただ

くよう、お願いしてまいりたいと考えております。 

 

 

【喫煙場所について】 

意見の概要 喫煙場所を人通りが少ない場所にする、煙が流れないよう

にするなど、検討が必要ではないか。 

市の考え方 喫煙場所は、非喫煙者への影響に配慮し、喫煙者を喫煙

場所へ誘導できるようわかりやすく利用しやすい場所に設

置する必要があると考えております。 

江南駅の喫煙場所につきましては、多くの歩行者が通行

する駅前広場の通路内を避け、煙が上方向に抜けるよう周

囲を高さのあるパネルで囲い、横方向への拡散を低減する

よう検討しております。 
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意見の概要 江南駅の喫煙場所は、西側のみ設置が予定されているが、

東側にも設置できないか。また、布袋駅東西に喫煙所を整備

してほしい。 

市の考え方 江南駅東の喫煙場所につきましては、駅ホームへの煙の

拡散等を考慮すると、適地が無いため指定することが困難

と考えています。 

また、布袋駅の喫煙場所については、駅前広場整備後の

歩行者等の動線を検証し、非喫煙者へ配慮した位置、形状

等で整備し、指定することとしております。 

 

 

 

意見の概要 条例（案）に「路上喫煙禁止区域を指定した場合、喫煙場所

を設置しなければならない」という規定を設けることはで

きないか。 

市の考え方 将来的に、喫煙場所を整備することが難しい場所を禁止区

域に指定する可能性を考慮すると、条例の中に、「喫煙場所

を設置しなければならない」という規定を設けることは難

しいと考えております。 

 

 

 

意見の概要 喫煙場所付近の環境悪化が心配され、喫煙場所の設置費や

維持管理費が掛かることになるため、喫煙場所を設置する

必要はないと思います。 

市の考え方 今回の条例は、喫煙者と非喫煙者お互いにとって、快適

な環境を創造することを基本的な考え方としています。 

したがいまして、路上喫煙禁止区域を設定し、非喫煙者

の方々に、望まない受動喫煙をさせないようにする一方、

マナーを守って喫煙している方の権利も考慮し、喫煙場所

を設置できる旨の規定を設ける必要があると考えていま

す。 
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意見の概要 第５条第２項但し書きにある、喫煙場所を設置できる旨の

規定に賛成します。喫煙禁止区域内であっても、喫煙場所

を特定すれば非喫煙者の迷惑にならないと考えます。 

市の考え方 賛成のご意見ありがとうございます。この規定に沿って、

路上喫煙に関する必要な施策を実施してまいります。 

 

 

 

【路上喫煙禁止区域について】 

意見の概要 路上喫煙禁止区域をもっと広げた方がよいのではないか。 

市の考え方 路上喫煙禁止区域については、人の通行が多く、特に路上

喫煙を制限する必要があると認められる駅前広場を区域に

設定しておりますが、人の通行状況などを考慮し、路上喫

煙をさらに制限する必要が生じた場合には、区域の見直し

を検討してまいります。 

 

 


